
議案第１６号 

 

大田原市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

大田原市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する。 

 

令和６年２月２６日提出 

 

大田原市長 相 馬 憲 一   

 

大田原市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例 

大田原市職員の育児休業等に関する条例（平成４年条例第２号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前（旧）の欄に掲げる規定を同表の改正後（新）の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正後（新） 改正前（旧） 

（育児休業をしている職員の期末手当等の支給） （育児休業をしている職員の期末手当等の支給） 

第７条 （略） 第７条 （略） 

２ 給与条例第２１条第１項に規定するそれぞれの基準日に育

児休業をしている職員（地方公務員法（昭和２５年法律第２

６１号）第２２条の２第１項に規定する会計年度任用職員（ 

以下「会計年度任用職員」という。）を除く。）のうち、基

準日以前６箇月以内の期間において勤務した期間がある職員

には、当該基準日に係る勤勉手当を支給する。 

２ 給与条例第２１条第１項に規定するそれぞれの基準日に育

児休業をしている職員（地方公務員法（昭和２５年法律第２

６１号）第２２条の２第１項に規定する会計年度任用職員（ 

以下「会計年度任用職員」という。）を除く。）のうち、基

準日以前６箇月以内の期間において勤務した期間がある職員

には、当該基準日に係る勤勉手当を支給する。 

（育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整） （育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整） 

第８条 育児休業をした職員（地方公務員法（昭和２５年法律

第２６１号）第２２条の２第１項に規定する会計年度任用職

員（以下「会計年度任用職員」という。）を除く。）が職務

第８条 育児休業をした職員（会計年度任用職員を除く。）が

職務に復帰した場合において、他の職員との均衡上必要があ

ると認められるときは、その育児休業の期間を１００分の１



に復帰した場合において、他の職員との均衡上必要があると

認められるときは、その育児休業の期間を１００分の１００

以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したも

のとみなして、規則の定めるところにより、号給を調整する

ことができる。 

００以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務し

たものとみなして、規則の定めるところにより、号給を調整

することができる。 

（育児短時間勤務をしている職員についての給与条例の特例） （育児短時間勤務をしている職員についての給与条例の特例） 

第１７条 育児短時間勤務をしている職員についての給与条例

の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる給与条例の

規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲

げる字句とする。 

第１７条 育児短時間勤務をしている職員についての給与条例

の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる給与条例の

規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲

げる字句とする。 

（略） 

第１４条

第１項 

支給する 支給する。ただし、育児短時間勤務職員

が、第１号に掲げる勤務で正規の勤務時

間を超えてしたもののうち、その勤務の

時間とその勤務をした日における正規の

勤務時間との合計が７時間４５分に達す

るまでの間の勤務にあっては、同条に規

定する勤務１時間当たりの給与額に１０

０分の１００（その勤務が午後１０時か

ら翌日の午前５時までの間である場合に

は、１００分の１２５）を乗じて得た額

とする。 

（略） 
 

（略） 

第１４条

第１項 

支給する 支給する。ただし、育児短時間勤務職員

が、第１号に掲げる勤務で正規の勤務時

間を超えてしたもののうち、その勤務の

時間とその勤務をした日における正規の

勤務時間との合計が８時間に達するまで

の間の勤務にあっては、同条に規定する

勤務１時間当たりの給与額に１００分の

１００（その勤務が午後１０時から翌日

の午前５時までの間である場合には、１ 

００分の１２５）を乗じて得た額とする。 

 

（略） 
 

附 則 

この条例は、令和６年４月１日から施行する。 


